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御議論いただきたい事項等1 

 

 

 ● 改正後の公益通報者保護法（以下「新法」という。）では、以下の事項に係る事業者がとるべき措置に関し

て、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を定めることが求められている（新法第11条第４項）。 

○ 公益通報対応業務従事者の定め（新法第 11条第１項） 

 

○ 第三条第一号及び第六条第一号に定める公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その

他の必要な措置（新法第 11条第２項） 

 

※ 指針の対象となる通報は「事業者内部」への「公益通報」に限られており、その他の通報は本指針の対象とはならない（事業

者がその他の通報を含めた制度設計をすることは妨げられるものではない）。 

  

                                                      
1 資料の記載内容については、検討を行う順序に項目を並び替える等の形式的な修正を行った以外は、第１回検討会における資料３と同じである。 

資料２ 
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＜参照条文＞ 

●改正後の公益通報者保護法（平成十六年法律第百二十二号）（抄） 

（事業者がとるべき措置） 

第十一条 事業者は、第三条第一号及び第六条第一号に定める公益通報を受け、並びに当該公益通報に係る通報対象事実の調

査をし、及びその是正に必要な措置をとる業務（次条において「公益通報対応業務」という。）に従事する者（次条において

「公益通報対応業務従事者」という。）を定めなければならない。 

２ 事業者は、前項に定めるもののほか、公益通報者の保護を図るとともに、公益通報の内容の活用により国民の生命、身体、

財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図るため、第三条第一号及び第六条第一号に定める公益通報に応じ、

適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとらなければならない。 

３ 常時使用する労働者の数が三百人以下の事業者については、第一項中「定めなければ」とあるのは「定めるように努めな

ければ」と、前項中「とらなければ」とあるのは「とるように努めなければ」とする。 

４ 内閣総理大臣は、第一項及び第二項（これらの規定を前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定に基づ

き事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針（以下この条において単に「指針」と

いう。）を定めるものとする。 

５～７ 略 
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１．公益通報2への対応体制について3 

 ● 公益通報受付窓口の設置 

① 公益通報受付窓口の設置に関して留意すべき点はあるか。例えば、公益通報に対応する部署及び責任

者を定める必要や部門横断的な窓口を作る必要はあるか（民間 GL4ではⅡ．１．（１）に関連）。 

② 公益通報対応の仕組みに関する質問や相談に対応する必要はあるか。そのような相談は必ず窓口で対

応する必要はあるか（民間 GL ではⅡ．１．（４）に関連）。 

③ 組織の長や幹部に関する法令違反行為についても公益通報ができる仕組みとする必要はあるか。例え

ば、法令違反行為を行ったとされる者が組織の長や幹部である場合にも備え、通常と異なる受付ルー

トも設けるべきか（民間 GL ではⅡ．１．（２）に関連）。 

 

                                                      
2 以下、本資料では、単に「公益通報」と記載した場合、事業者内部に対する公益通報（法第３条第１号及び第６条第１号に定める公益通報）を意

味する。 
3 第１回検討会資料３の５頁及び６頁に対応 
4 消費者庁「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン」（平成 28年 12 月 9 日）を指す。以下同

じ。 
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 ● 公益通報に対する受付、調査及び是正措置の実施、再発防止策の策定 

① 公益通報の受付について留意すべき点はあるか。例えば、法律上、匿名通報も公益通報にあたり得る

が、匿名通報への対応にあたり留意すべき点はあるか（民間 GL ではⅡ．２．やⅢ．１．（３）に関連）。 

② 公益通報に対する調査について留意すべき点はあるか。例えば、既に解決している案件の場合なども

含めて、公益通報に対して常に調査を実施する必要はあるか（民間 GLではⅡ．３．（１）に関連）。 

③ 法９条では是正措置の終了後に公益通報者に通知をするよう努めることを求めているが、このほか、

是正措置の終了後になすべきことはあるか。例えば、是正措置や再発防止策がとられた後に、これらが

適切に機能しているか確認する必要はあるか（民間 GL ではⅡ．３．（２）やⅣ．１．に関連）。 
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  ● 通報対応における利益相反の排除5 

○ 利益相反排除の対象をどのような範囲とすべきか。例えば、公益通報受付窓口を経由しない公益通報

に対応する者について利益相反を排除する必要はあるか。受付、調査、是正、再発防止策の全ての過

程において利益相反を排除する必要があるか。外部委託する場合も利益相反を排除する必要はあるか

（民間 GLではⅡ．１．（３）に関連）。 

 

２．その他公益通報対応を機能させる体制について6 

  ● 不利益な取扱いを防止する体制 

① 不利益な取扱いを防止する体制に関してどのような措置が求められるか。例えば、不利益な取扱いが

あった場合の救済措置を適切に行うため、公益通報者に対して不利益な取扱いを受けていないか積極

的に確認する必要はあるか（民間 GL ではⅢ．２．やⅣ．１．に関連）。 

                                                      
5 「利益相反の排除」とは、本資料においては、自身が関係する通報事案の調査・是正措置等に関与させないことを意味する。以下同じ。 
6 第１回検討会資料３の８頁及び９頁に対応 
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② 公益通報受付窓口を経由しない公益通報について、どのような方法で不利益な取扱いを防止していく

ことが考えられるか（民間 GL ではⅢ．２．に関連）。 

③ 不利益な取扱いの防止の実効性を確保するための措置として、例えば、事案に応じて不利益な取扱い

を行った者への懲戒処分その他の措置を行うほか、どのような方法が考えられるか（民間 GLではⅢ．２．に

関連）。 

 

  ● 以上の公益通報対応の仕組みを適切に機能させるための措置 

① 公益通報対応の仕組みを組織のルールとして明確にするため、公益通報対応の仕組みに関する規程の

整備及び運用が必要と考えられるが、規程の整備及び運用に関して留意すべき点はあるか（民間 GL では

Ⅱ．１．（１）に関連）。 
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② 公益通報対応の仕組みを役職員7が知らなければ公益通報が期待できないことから、規程を含めた公益

通報対応の仕組みについて役職員へ周知することが必要と考えられるが、実効的な周知の方法として

具体的にどのようなものが考えられるか（民間 GL ではⅡ．１．（４）に関連）。 

③ 公益通報者を特定させる事項という重要な情報を取扱うことに鑑み、公益通報対応業務従事者への教

育訓練が必要と考えられるが、教育訓練の方法として具体的にどのようなものが考えられるか（民間 GL

ではⅡ．３．（１）に関連）。 

④ 公益通報対応の仕組みが形式的なものにならないよう、公益通報対応に関する実績の開示、公益通報

に関する記録の保管、公益通報対応の仕組みの評価及び改善を行う必要はあるか。必要がある場合、そ

れぞれどのような方法が考えられるか（民間 GL ではⅡ．１．（４）やⅣ．２．に関連）。 

 

 

                                                      
7 「役職員」とは、本資料においては、役員及び労働者を意味する。以下同じ。 
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３．公益通報対応業務従事者8・秘密漏えい9を防止する体制10・その他について 

  ● 公益通報対応業務従事者として定めなければならない者の範囲 

① 公益通報対応業務従事者（以下「従事者」という。）として定めなければならない者の範囲をどのよう

に設定するか。公益通報対応業務とは、公益通報を受け、並びに当該公益通報に係る通報対象事実の

調査をし、及びその是正に必要な措置をとる業務であるが（新法第 11 条第１項参照）、公益通報受付

窓口を所管する部署から依頼を受けて臨時に調査を担当する職員、是正に必要な措置を検討する役職

員など、常時ではなく、臨時に調査等の業務を行う者について、従事者として定める必要はあるか。 

② 公益通報受付窓口を経由しない公益通報に対応する者も従事者として定める必要はあるか。例えば、

上司など職場内で公益通報を受ける可能性のある者全てを対象とする必要があるか。 

③ 公益通報に係る調査や是正等の業務を行う者であるものの、公益通報者を特定させる情報を公益通報

受付窓口から知らされない者についても、従事者として定める必要はあるか。 

                                                      
8 第１回検討会資料３の３頁及び４頁に対応 
9 「秘密漏えい」とは、本資料においては、公益通報者を特定させる情報が必要な範囲を超えて共有されることを意味する。以下同じ。 
10 第１回検討会資料３の７頁に対応 
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  ● 従事者を定める方法 

① 従事者を定める方法について、従事者の氏名を列挙するほか、従事者となる役職を列挙するなどのほ

か、どのようなものが考えられるか。 

② 従事者を定める際に、従事者の範囲について、従事者になる者自身又は他の役職員にとって明らかに

なるように定める又は伝達する必要はあるか。 

 

  ● 秘密漏えいを防止する体制 

① 秘密漏えいを防止する体制に関してどのような措置が求められるか。例えば、秘密の漏えいそのもの

だけではなく、漏洩された秘密の拡散を防止する措置も必要か（民間 GL ではⅢ．１．に関連）。 

② 秘密漏えいを防止する体制をとるべき対象をどのような範囲とすべきか。受付、調査、是正、再発防止

策の全ての段階で秘密漏えいの防止等に関する体制をとる必要はあるか（民間 GL ではⅢ．１．に関連）。 

③ 公益通報者が誰であるか特定しようとする行為（通報者の探索）も防止する必要はあるか。防止する
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とした場合、例外は考えられるか（例えば、公益通報者を特定しなければ調査ができない場合等）（民間

GL ではⅢ．１．に関連）。 

④ 公益通報受付窓口を経由しない公益通報について、どのような方法で秘密漏えいを防止していくこと

が考えられるか（民間 GLではⅢ．１．に関連）。 

⑤ 秘密漏えい防止の実効性を確保するための措置として、事案に応じて秘密漏えいを行った者への懲戒

処分その他の措置を行うほか、どのような方法が考えられるか（民間 GL ではⅢ．３．に関連）。 

 

● その他検討すべき事項 

 


